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【手続補正書】
【提出日】平成27年3月4日(2015.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中継物理層ダウンリンク制御チャネル（Ｒ－ＰＤＣＣＨ）を受信するために中継ノード
（ＲＮ）に実装される方法であって、
　進化型ノードＢ（ｅＮＢ）からのＲ－ＰＤＣＣＨ送信を受信するステップであって、前
記Ｒ－ＰＤＣＣＨ送信は、リソースブロック（ＲＢ）のセットにマップされ、複合ＯＦＤ
Ｍシンボルにわたり、前記送信は、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサー
ビス（ＭＢＭＳ）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームとして前記ＲＮに
より構成されたサブフレームにおいて受信されることと、
　前記Ｒ－ＰＤＣＣＨ送信に関連付けられたＲ－ＰＤＣＣビットを復号するステップであ
って、前記Ｒ－ＰＤＣＣＨビットは、第１に、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）シンボ
ルの周波数領域に沿ってマップされ、第２に、１または複数のＯＦＤＭシンボル上の時間
領域にマップされることと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＲＢのセットは、予め決められており、予め決められたＲＢの数は、無線リソース
制御（ＲＲＣ）メッセージに示されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記Ｒ－ＰＤＣＣＨ送信は、ダウンリンクリソース割当が前記Ｒ－ＰＤＣＣＨ送信を含
むサブフレームに含まれていることを示すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記Ｒ－ＰＤＣＣＨ送信は、開始ＯＦＤＭシンボルにおいて始まり、前記Ｒ－ＰＤＣＣ
Ｈ送信を含む前記サブフレームに含まれる前記ＯＦＤＭシンボルのサブセット上で受信さ
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　前記開始ＯＦＤＭシンボルは、前記Ｒ－ＰＤＣＣＨ送信を含む前記サブフレームの１番
目のＯＦＤＭシンボルではないことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記Ｒ－ＰＤＣＣＨビットは、ＯＦＤＭシンボルごとを基準に復号されることを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記Ｒ－ＰＤＣＣＨのリソースブロック（ＲＢ）割当は、リソース割り当てタイプ０、
リソース割り当てタイプ１、またはリソース割り当てタイプ２のうちの少なくとも１つで
あることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　中継ノード（ＲＮ）であって、
　進化型ノードＢ（ｅＮＢ）からの中継物理層ダウンリンク制御チャネル（Ｒ－ＰＤＣＣ
Ｈ）送信を受信することであって、前記Ｒ－ＰＤＣＣＨ送信は、リソースブロック（ＲＢ
）のセットにマップされ、複合ＯＦＤＭシンボルにわたり、前記送信は、マルチメディア
ブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳ
ＦＮ）サブフレームとして前記ＲＮにより構成されたサブフレームにおいて受信され、
　前記Ｒ－ＰＤＣＣＨ送信に関連付けられたＲ－ＰＤＣＣビットを復号することであって
、前記Ｒ－ＰＤＣＣＨビットは、第１に、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）シンボルの
周波数領域に沿ってマップされ、第２に、１または複数のＯＦＤＭシンボル上の時間領域
にマップされるように少なくとも構成されたプロセッサ
　を備えることを特徴とするＲＮ。
【請求項９】
　前記ＲＢのセットは、予め決められており、予め決められたＲＢの数は、無線リソース
制御（ＲＲＣ）メッセージに示されることを特徴とする請求項８に記載のＲＮ。
【請求項１０】
　前記Ｒ－ＰＤＣＣＨ送信は、ダウンリンクリソース割当が前記Ｒ－ＰＤＣＣＨ送信を含
むサブフレームに含まれていることを示すことを特徴とする請求項８に記載のＲＮ。
【請求項１１】
　前記Ｒ－ＰＤＣＣＨ送信は、開始ＯＦＤＭシンボルにおいて始まり、前記Ｒ－ＰＤＣＣ
Ｈ送信を含む前記サブフレームに含まれる前記ＯＦＤＭシンボルのサブセット上で受信さ
れることを特徴とする請求項８に記載のＲＮ。
【請求項１２】
　前記開始ＯＦＤＭシンボルは、前記Ｒ－ＰＤＣＣＨ送信を含む前記サブフレームの１番
目のＯＦＤＭシンボルではないことを特徴とする請求項１１に記載のＲＮ。
【請求項１３】
　前記Ｒ－ＰＤＣＣＨビットは、ＯＦＤＭシンボルごとを基準に復号されることを特徴と
する請求項８に記載のＲＮ。
【請求項１４】
　前記Ｒ－ＰＤＣＣＨのリソースブロック（ＲＢ）割当は、リソース割り当てタイプ０、
リソース割り当てタイプ１、またはリソース割り当てタイプ２のうちの少なくとも１つで
あることを特徴とする請求項８に記載のＲＮ。
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